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今回のテーマ：分公司名義での税関登録と輸出入について 

「放管服」改革要求を実行し、全国税関通関一体での通関・検査業務について全面的に各部

署を融合させることから、税関総局は通関単位登録管理の更なる最適化・関連登録手続きの簡素

化・企業の制度性取引コストを減少させるために、次の事項を公告した。 

「通関単位登録管理の更なる最適化する関連事項に関する公告」 税関総署公告 2018年第 191号 

 

主な内容 

一、 輸出入貨物の受取人・荷送人及びその分支機構（分公司）が行う通関業務について 

輸出入貨物の受取人・荷送人が合法的に設立した分支機構（分公司）は輸出入貨物の受

取人・荷送人の分支機構（分公司）備案を行うことができる。輸出入貨物の受取人・荷送人が「通

関単位状況登記表」を以て、分支機構（分公司）所在地の税関にて申請する。 

輸出入貨物の受取人・荷送人及び税関にて備案をしたその分支機構（分公司）は全国で輸

出入通関業務を行うことができる。 

輸出入貨物の受取人・荷送人はその分支機構（分公司）の行為に対して法律責任を負わな

ければならない。 

二、 通関企業及びその分支機構（分公司）の通関業務について 

通関企業及び税関にて備案をしたその分支機構（分公司）は全国で輸出入通関業務を行う

ことができる。 

輸出企業はその分支機構（分公司）の行為に対して法律責任を負わなければならない。 

三、 臨時登記登録について 

臨時登記登録の申請者は「通関単位情報登記表」と非貿易性活動の証明書類を以て、税関

にて申請することができる。 

2019年 2月 1日から施行される。 

 

 

 

以上 

 

www.grantthornton.cn 

「Grant Thornton致同」とは、Grant Thorntonメンバー事務所が監査、税務及びコンサルティングサービスを提供する際に使

用するブランドであり、文脈によりひとつまたは複数のメンバーファームを指します。 

致同会計師事務所（特殊普通パートナーシップ）はGrant Thornton International Ltd（GTIL,致同国際）のメンバーフ

ァームです。GTIL(致同国際)及び各メンバーファームはグローバルパートナーシップ関係ではありません。GTIL（致同国際）及び

各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。サービスは各メンバーファームより提供します。GTIL（致同国

際）はクライアントにサービス提供を行いません。GTIL（致同国際）及び各メンバーファームは代理関係になく、お互いに 

義務も存在せず、互いの行動または不作為に対しても責任を負いません。 

当該速報に含まれる情報は参考の用のみに使用されます。当該速報の情報に基づき採用したあるいは採用しない行動による直

接、間接または偶発的な損失に対して、致同(Grant Thornton)は一切の責任を負いません。 

© 2018 致同会計師事務所（特殊普通パートナーシップ）。版権所有。 


